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(注10) 　労働政策研究・研修機構（2005）『諸外国の労働契約法
制に関する調査研究（労働政策研究報告書№39）』p320～
330、中窪裕也（1995）『アメリカ労働法』弘文堂p274～
282、マック・A・プレイヤー著・井口博訳（1997）『アメリカ
雇用差別禁止法』木鐸社p27～46参照

(注11) 　アメリカ連邦労働省ホームページ‶http：//www.dol.
gov/dol/topic/benefi ts-leave/fmla.htm"、‶http：//www.
dol.gov/esa/regs/compliance/whd/whdfs28.htm"

(注12) 　AFL-CIO（アメリカ労働総同盟産別会議）は、1955年に
AFLとCIOが合併し発足。アメリカにおける唯一の労働組合

の全国中央組織(ナショナルセンター）。組合員数は、1,000
万人。1995年にスウィニー現会長が就任。

(注13) 　勝利のための変革連合（‶Change to win"coalition：
CWC）」は、2005年6月にAFL-CIO傘下の5つの産業別労働
組合により結成。その後、2つの産業別労働組合が合流。そ
の後、組織名称をCTW（Change to Win）と変更しているが、
この原稿では結成当初の名称で標記を統一している。なお、
国際労働者組合は、2006年1月31日現在、AFL-CIOにも加
盟している。

イギリス

1 経済情勢  
イギリスの2005年の実質GDP成長率は1.9％と

2004年を1.4ポイント下回っている。四半期ごとの

GDP成長率については、2005年については1％台が

続いていたが、2006年に入り2％台に上昇し、上昇傾

向が続いている。

（％、千人）

年
月 2003 2004 2005

2006

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9
実質ＧＤＰ成長率 2.7 3.3 1.9 1.7 1.8 1.8 2.3 2.6 2.7

労 働 力 人 口 29,654 29,844 30,126 30,132 30,259 30,310 30,486 30,613 30,696

就 業 者 数 28,192 28,412 28,693 28,698 28,825 28,769 28,887 28,930 28,986

うちパートタイム 7,274 7,360 7,327 7,329 7,326 7,297 7,335 7,342 7,412

パートタイム比率 25.8 25.9 25.5 25.5 25.4 25.4 25.4 25.4 25.6

雇 用 者 数 24,453 24,514 24,848 24,860 24,965 24,869 24,966 25,023 25,026

失 業 者 数 1,464 1,433 1,433 1,435 1,434 1,541 1,599 1,683 1,711

失 業 率 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 5.1 5.2 5.5 5.5

資料出所 実質GDP成長率は国家統計局ホームページ、他は同“Labour Market 
Trends”

 (注1）　実質GDP成長率は、前年比または前年同期比。
 (注2）　労働力人口、就業者数、雇用者数及び失業者数の年数値は4～6月期

の数値で季節調整値。四半期数値は四半期平均値で季節調整値であ
る。

 (注3）　パートタイム比率は、就業者数及びうちパートタイムより計算
 (注4）　就業者数には、16歳以上で、雇用者、自営業者、無給の家族労働者、政

府支援の教育訓練受講者が含まれる。

2 雇用・失業対策  
(1) 雇用・失業情勢

近年の雇用失業情勢としては、最近まで失業率が長

期的な低下傾向にあったことが特徴として挙げられる。

1975年以来失業率は5％を超え、一時は二桁の水準

が続いていたが、2005年には4.8％まで改善した。

失業率改善の要因としては、景気拡大局面が続く中

で、職業訓練、職業紹介プログラムの充実、また、保守

党政権時代（1979年～1997年）に規制緩和の反面後

退していった労働者保護法制の見直し（最低賃金制度

の導入など）等により、労働市場が活性化し、景気と雇

用失業情勢が密接に連動するようになったことが指摘

されている。

なお、2005年後半以降失業率は上昇に転じ、現在

は5.5％となった。

(2) 雇用・失業対策の概要

　ニューディール（New Deal）政策

ニューディール政策は、現労働党政権による「福祉

から就労へ（Welfare to Work）」施策（注1）の柱であり、

職業訓練及び就職促進を目的とする一連の雇用対策

である。一部の先行地域における導入期間を経て

1998年4月から全国的に実施されている。若年失業者

や長期失業者への対策を中心に開始され、その後、対

象を障害者、一人親、高齢者及び失業者の無収入の配

偶者へと順次拡大して実施されている。

ニューディールプログラム全体で、2006年8月まで

に264万人が参加し、このうち167万人がニューディー

ルを通じて就職している。

(3) 若年者雇用対策

ａ若年者向けニューディール（New Deal for 

Young People）

対象者は、18～24歳の若年者で、6か月以上失業状

態にあり求職者給付（Jobseeker's Allowance）を受給

している全ての者である。強制参加であり、参加を拒否

した者は求職者給付が減額され、その後も拒否した場合
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受給資格を失う。参加者には、プログラム全体を通して参

加者を支援する担当者（パーソナル･アドバイザー）がつ

けられ、以下のいずれかの段階で就職することを目指す。

(a)ゲイトウェイ期間（Gateway）

パーソナル･アドバイザーとの面接を通じて、就職を

阻害している原因を特定し、職業能力を判定しながら、

就職に向けて集中的なカウンセリング、ガイダンス、求

職活動支援等を行う（最長4か月間）。

(b)オプション期間（Option）

ゲイトウェイ期間中に就職できなかった者は、パー

ソナル･アドバイザーと合意の上、以下のような訓練や

就労体験プログラムに参加することが義務づけられる。

ア ボランティア部門や地方公共団体における就労（6

か月間。求職者給付と同等の手当や訓練機会など

が得られる）

イ 公的環境保全事業における就労（6か月間。求職者

給付と同等の手当や訓練機会などが得られる）

ウ フルタイムの教育や訓練の受講（求職者給付を受

給できる。最長12か月間）

エ 自営業を始める準備

(c)フォロー･スルー期間（Follow Through）

上記オプション期間終了時においてもまだ就職でき

ない者は、さらに26週間は助言及び求職活動に関す

る支援を受けることができる。

(d)実　績

2006年5月までに111万8,200人がこのプログラム

に参加し、そのうち69万3,800人がこのプログラムで

就職した。2006年5月現在の参加者は、9万5,100人で

ある。

ｂコネクションズ・サービス（Conexions Service）

(a)概　要

コネクションズ・サービスは、これまでの若者支援策

がニートの若者をプログラムに参加させられなかった

という反省に立ち、利用者である若者の声に基づいて、

従来政策に関わっていた省庁や機関だけでなく、民間

組織やNPOなども取り込み、若者に必要な支援をひと

つに統合しようとする新しいサービスである。なお、こ

のサービスが行われているのはイングランド地方のみ

である。また、コネクションズ・サービスは、①パート

ナーシップによる個々人に合った相談や支援プログラ

ムの提供、②コネクションズ・ダイレクトによる相談受

付、③コネクションズ・カードによるポイントサービスが

3本柱となっている。

1999年12月に発表された“Connexions-the best 

start in life for every young person”（コネクションズ

－全ての若者に最良のスタートを）をもとにして行わ

れている支援策である。

2000年 学 習 技 能 法（Learning and Skills Act 

2000）が根拠法令となっている。

(b)パートナーシップ

支援を必要とする若者が、支援体制の統合性の欠

如によってサービスを受けられずに落ちこぼれ放置さ

れるのを防ぐため、専門領域の違いなどを越えた支援

体制と、パーソナル・アドバイザーのネットワークを構

築する。早期からの総合的サポートシステムであり、13

～ 19歳の全ての若者の全ての問題（教育、職業選択、

差別、健康問題、住宅、ドラッグやアルコール、家族関

係等）に対して支援を行っている。

(c)コネクションズ・ダイレクト

コネクションズ・ダイレクトでは、インターネットサイ

ト上で教育や職業、健康など若者向けに幅広く情報提

供するほか、電話、電子メール、チャットによる若者か

らの多彩な相談に対して、アドバイスや支援を提供し

ている。コネクションズ・ダイレクトのアドバイザーの相

談受付時間は、毎日午前8時から翌午前2時までであ

る。一般回線からの相談は無料で、アドバイザーから相

談者への電話は、相談者の携帯電話にかけられる。

(d)コネクションズ・カード

コネクションズ・カードは、既存の学習カードにス

マート・カード（ICを組み込んで情報容量を大きくした

カードであり、プリペイドカード、クレジットカードなど

に使われる）としての機能を付加し、より使いやすくし
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たものである。2001年1月から一部地域で導入され、

2002年9月から本格導入された。7年の期限付きのプ

ログラムであり、2007年2月末をもって終了した。

(e)ワンストップ・センター

ワンストップ・センターでは、若者がインターネット

を使うことができるほか、教育、仕事、住宅、健康に関す

る情報提供を受けることができる。ワンストップ・セン

ターは、2005年春現在で423か所が設けられている。

また、都市以外に住む者のため、移動センターを設け

ているパートナーシップもある。

(f)児童トラスト

ひとつの児童虐待・殺人事件が契機となり、統合的

な児童政策の必要性が認識され、既存の児童関連政

策を新たに設置する児童トラスト（Children's Trust）を

核に地域レベルで統合的に実施する枠組みをつくるこ

ととなった。これに伴い、子供トラストの設置を促すた

め2004年児童法（Children Act 2004）が制定され、現

在、コネクションズが果たしている役割は、2008年ま

でに150の地域別に設置される児童トラストを核に各

地域で担うこととなる。このため、コネクションズに提供

されている資金は、2008年4月までに順次、150の地

域当局に提供されるようになる。

児童トラストは、コネクションズのパートナーシップ

と同様に地域の子供施策に関係する公的機関（地域

行政当局など）、NPOなどで構成される共同事業体で

ある。児童トラストが所掌する児童の年齢層は、コネク

ションズよりもさらに広く（コネクションズは13～ 19歳

を対象としていたが、新制度では0～ 19歳が対象）、

対象施策の領域も広くなり、地域の児童関連政策を総

合的・統合的に提供するための諸活動を行うことが可

能となっている。

(4) 高齢者雇用対策

a イギリスにおいて、政府や地方公共団体は、ごく最

近まで早期退職傾向を黙認し、高齢者を就業継続あ

るいは再雇用するための施策を実施してこなかった。

しかし、イギリスにおいても、他のEU諸国に比べると

緩やかではあるが、人口の高齢化が進んでいる。高

齢者を労働市場に参加させる必要性の認識はイギ

リスにおいても高く、1977年から実施されていた

「高年齢者早期退職勧奨制度（Job Release 

Scheme）」は1988年に廃止された。また、1993年に

は長期失業者に対する職業訓練の上限を59歳から

63歳に引き上げるとともに、高等教育への奨学金の

対象者を50歳代前半まで広げた。1999年には、雇

用における年齢差別禁止を促進するため、「雇用に

おける多様な年齢層に関する行動規範（Code of 

Practice on Age Diversity in Employment）」が策定

された。さらに、2年以上の失業者を対象とする就職

促進プログラム「ニューディール25プラス」の高齢

者版「ニューディール50プラス」が1999年に実験施

行され、2000年4月から全国展開されている。

ｂニューディール50プラス（New Deal 50+）

(a)概　要

仕事を探している50歳以上の者に対し、パーソナル・

アドバイザー1対1で相談に応じ、履歴書の書き方を教

えたり、採用面接のための交通費の補助や、訓練・試用

の機会を提供したりするなど、実践的な支援を行うプ

ログラムである。1999年に実験試行が行われ、2000年

4月に本格的に開始された（詳細は特集記事P56参照）。

(b)年齢差別禁止法

EUの一般雇用機会均等指令に基づき、雇用及び訓

練における年齢差別を禁止する規則である。2006年3

月に議会の承認を得た。2006年10月施行予定である

（詳細は特集記事P54～55参照）。

(5) 雇用保険制度（詳細は特集記事P49～52参照）

ａ拠 出 制 求 職 者 給 付（Contribution-based 

Jobseeker's Allowance；JSA）

(a)制度の対象

対象者は、原則として18歳以上で年金受給年齢（男

性は65歳、女性は60歳）未満の失業者であって、イギ

リスに居住している者である（ただし、16歳及び17歳

の者については例外がある）。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /Century
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyle-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


